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【発行日】平成27年5月14日(2015.5.14)
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【公開日】平成27年2月12日(2015.2.12)
【年通号数】公開・登録公報2015-009
【出願番号】特願2014-230468(P2014-230468)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３５２Ｌ

【手続補正書】
【提出日】平成27年3月30日(2015.3.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の遊技用装置と、該複数の遊技用装置と通信可能な遊技用管理装置と、を備える遊
技用システムであって、
　前記遊技用管理装置は、遊技者が貯蓄した貯蓄遊技媒体数と、当該遊技者を識別可能な
複数の識別情報とを対応付けて管理する管理手段を有し、
　前記遊技用装置は、一の遊技者を識別可能な前記複数の識別情報のうちの一の識別情報
を受け付けたことに基づき、当該一の識別情報と対応付けて管理された当該一の遊技者が
貯蓄した貯蓄遊技媒体数の範囲で遊技媒体の払い出しをするための再プレイ処理を行い、
当該一の遊技者を識別可能な前記複数の識別情報のうちの他の識別情報を受け付けたこと
に基づき、当該他の識別情報と対応付けて管理された当該一の遊技者が貯蓄した貯蓄遊技
媒体数の範囲で遊技媒体の払い出しをするための再プレイ処理を行う再プレイ処理手段を
有し、
　前記識別情報を受け付ける識別情報受付手段と、
　該識別情報受付手段で前記識別情報を受け付けたことに基づいて、該受け付けた識別情
報に対応付けて前記管理手段にて管理されている貯蓄遊技媒体数を景品交換に使用させる
ために特定する特定手段と、
　前記識別情報受付手段で前記識別情報を受け付けたことに基づいて、該受け付けた識別
情報に対応付けて前記管理手段にて管理されている貯蓄遊技媒体数を使用した前記再プレ
イ処理の実行を制限する再プレイ制限処理を行う再プレイ制限処理手段と、
　前記再プレイ制限処理手段により前記再プレイ制限処理が行われているときであっても
、前記貯蓄遊技媒体数を前記景品交換に使用させるための景品交換使用処理を実行可能な
景品交換使用処理手段と、をさらに備えることを特徴とする遊技用システム。
【請求項２】
　複数の遊技用装置と通信可能な遊技用管理装置であって、
　該遊技用管理装置は、
　遊技者が貯蓄した貯蓄遊技媒体数と、当該遊技者を識別可能な複数の識別情報とを対応
付けて管理する管理手段と、
　一の遊技者を識別可能な前記複数の識別情報のうちの一の識別情報を受け付けたことに
基づき、当該一の識別情報と対応付けて管理された当該一の遊技者が貯蓄した貯蓄遊技媒
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体数の範囲で遊技媒体の払い出しをするための再プレイ処理を行い、当該一の遊技者を識
別可能な前記複数の識別情報のうちの他の識別情報を受け付けたことに基づき、当該他の
識別情報と対応付けて管理された当該一の遊技者が貯蓄した貯蓄遊技媒体数の範囲で遊技
媒体の払い出しをするための再プレイ処理を行う前記遊技用装置から、前記受け付けた識
別情報を特定可能な再プレイ情報を受信したことに基づいて、当該再プレイ処理の実行に
必要な遊技媒体数を前記識別情報に対応する貯蓄遊技媒体数から減算する再プレイ減算処
理を行う再プレイ減算処理手段と、
　該再プレイ減算処理が行われる場合に、前記再プレイ処理の実行を許可する再プレイ許
可情報を前記遊技用装置に対して送信する再プレイ許可情報送信手段と、
　前記識別情報を受け付け、該受け付けた識別情報を送信する識別情報受付手段から、該
識別情報を受信したことに基づいて、当該識別情報に対応付けて前記管理手段にて管理し
ている貯蓄遊技媒体数を景品交換に使用させるために該貯蓄遊技媒体数を特定可能な貯蓄
遊技媒体数情報を前記識別情報受付手段に対して送信する貯蓄遊技媒体数情報送信手段と
、
　前記識別情報受付手段から、前記受け付けた識別情報及び前記景品交換に供される遊技
媒体数を特定可能な景品交換情報を受信したことに基づいて、該景品交換情報から特定さ
れる遊技媒体数を前記識別情報に対応する貯蓄遊技媒体数から減算する景品交換減算処理
を行う景品交換減算処理手段と、
　前記再プレイ情報を受信したことに基づいて、前記一の識別情報から識別される遊技者
の他の識別情報が前記識別情報受付手段で受付中であるか否かを判定する判定手段と、を
有し、
　前記再プレイ減算処理手段は、該判定手段にて受付中でないと判定された場合に、前記
再プレイ減算処理を行う一方、受付中であると判定された場合に、前記再プレイ減算処理
を行わず、
　前記景品交換減算処理手段は、前記判定手段にて受付中であると判定された場合であっ
ても、前記景品交換減算処理を実行可能であることを特徴とする遊技用管理装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　まず手段１に係る発明は、
　複数の遊技用装置（玉貸・再プレイユニット２０）と、該複数の遊技用装置と通信可能
な遊技用管理装置（会員管理装置６０）と、を備える遊技用システム（１）であって、
　前記遊技用管理装置は、遊技者が貯蓄した貯蓄遊技媒体数（貯玉数）と、当該遊技者を
識別可能な複数の識別情報（会員ＩＤ及び携帯ＩＤ）とを対応付けて管理する管理手段（
会員ＤＢ）を有し、
　前記遊技用装置は、一の遊技者を識別可能な前記複数の識別情報のうちの一の識別情報
（会員ＩＤ又は携帯ＩＤ）を受け付けたことに基づき、当該一の識別情報と対応付けて管
理された当該一の遊技者が貯蓄した貯蓄遊技媒体数の範囲で遊技媒体の払い出しをするた
めの再プレイ処理（Ｓ３１７又はＳ３５３）を行い、当該一の遊技者を識別可能な前記複
数の識別情報のうちの他の識別情報（携帯ＩＤ又は会員ＩＤ）を受け付けたことに基づき
、当該他の識別情報と対応付けて管理された当該一の遊技者が貯蓄した貯蓄遊技媒体数の
範囲で遊技媒体の払い出しをするための再プレイ処理（Ｓ３５３又はＳ３１７）を行う再
プレイ処理手段（制御部２２）を有し、
　前記識別情報を受け付ける識別情報受付手段（会員カード２の挿入又は携帯電話３の近
接を受け付けるＩＤ受付端末４０）と、
　該識別情報受付手段で前記識別情報を受け付けたことに基づいて、該受け付けた識別情
報に対応付けて前記管理手段にて管理されている貯蓄遊技媒体数を景品交換に使用させる
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ために特定する特定手段（Ｓ２５７の処理を行う会員管理装置６０の制御部６２）と、
　前記識別情報受付手段で前記識別情報を受け付けたことに基づいて、該受け付けた識別
情報に対応付けて前記管理手段にて管理されている貯蓄遊技媒体数を使用した前記再プレ
イ処理の実行を制限する再プレイ制限処理を行う再プレイ制限処理手段（Ｓ２５９，Ｓ２
５９ａ’，若しくはＳ２５９ａ”の処理を行う会員管理装置６０の制御部６２、及びＳ２
５９ｂ’，若しくはＳ２５９ｂ”の処理を行う玉貸・再プレイユニット２０の制御部２２
）と、
　前記再プレイ制限処理手段により前記再プレイ制限処理が行われているときであっても
、前記貯蓄遊技媒体数を前記景品交換に使用させるための景品交換使用処理を実行可能な
景品交換使用処理手段（Ｓ２６２の処理を行う会員管理装置６０の制御部６２）と、をさ
らに備えることを特徴とする遊技用システムである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　この手段１に係る遊技用システムによれば、識別情報受付手段で遊技者の識別情報を受
け付けたことに基づいて、当該遊技者の貯蓄遊技媒体数が、景品交換に使用させるために
特定され、かつ、遊技用装置で当該遊技者の別の識別情報が受け付けられても、当該遊技
者の貯蓄遊技媒体数を使用した再プレイ処理の実行が制限されるので、景品交換に使用さ
せるために特定された貯蓄遊技媒体数が減算されることが無く、該貯蓄遊技媒体数が不足
して景品交換をすることができないという不都合が生じない。そして、再プレイ制限処理
が行われているときであっても、貯蓄遊技媒体数を景品交換に使用させるための景品交換
使用処理を実行可能なので、遊技者に不便は生じない。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　さらに手段８に係る発明は、
　複数の遊技用装置（玉貸・再プレイユニット２０）と通信可能な遊技用管理装置（会員
管理装置６０）であって、
　該遊技用管理装置は、
　遊技者が貯蓄した貯蓄遊技媒体数（貯玉数）と、当該遊技者を識別可能な複数の識別情
報（会員ＩＤ及び携帯ＩＤ）とを対応付けて管理する管理手段（会員ＤＢ）と、
　一の遊技者を識別可能な前記複数の識別情報のうちの一の識別情報（会員ＩＤ又は携帯
ＩＤ）を受け付けたことに基づき、当該一の識別情報と対応付けて管理された当該一の遊
技者が貯蓄した貯蓄遊技媒体数の範囲で遊技媒体の払い出しをするための再プレイ処理（
Ｓ３１７又はＳ３５３）を行い、当該一の遊技者を識別可能な前記複数の識別情報のうち
の他の識別情報（携帯ＩＤ又は会員ＩＤ）を受け付けたことに基づき、当該他の識別情報
と対応付けて管理された当該一の遊技者が貯蓄した貯蓄遊技媒体数の範囲で遊技媒体の払
い出しをするための再プレイ処理（Ｓ３５３又はＳ３１７）を行う前記遊技用装置から、
前記受け付けた識別情報を特定可能な再プレイ情報を受信したことに基づいて、当該再プ
レイ処理の実行に必要な遊技媒体数を前記識別情報に対応する貯蓄遊技媒体数から減算す
る再プレイ減算処理を行う再プレイ減算処理手段（Ｓ５５６の処理を行う制御部６２）と
、
　該再プレイ減算処理が行われる場合に、前記再プレイ処理の実行を許可する再プレイ許
可情報を前記遊技用装置に対して送信する再プレイ許可情報送信手段（Ｓ５５７の処理を
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行う制御部６２）と、
　前記識別情報を受け付け、該受け付けた識別情報を送信する識別情報受付手段（ＩＤ受
付端末４０）から、該識別情報を受信したこと（図７で引用するＳ１５１でＹＥＳ）に基
づいて、当該識別情報に対応付けて前記管理手段にて管理している貯蓄遊技媒体数を景品
交換に使用させるために該貯蓄遊技媒体数を特定可能な貯蓄遊技媒体数情報を前記識別情
報受付手段に対して送信する貯蓄遊技媒体数情報送信手段（Ｓ２５８の処理を行う制御部
６２）と、
　前記識別情報受付手段から、前記受け付けた識別情報及び前記景品交換に供される遊技
媒体数を特定可能な景品交換情報を受信したこと（Ｓ２６１でＹＥＳ）に基づいて、該景
品交換情報から特定される遊技媒体数を前記識別情報に対応する貯蓄遊技媒体数から減算
する景品交換減算処理を行う景品交換減算処理手段（Ｓ２６２の処理を行う制御部６２）
と、
　前記再プレイ情報を受信したことに基づいて、前記一の識別情報から識別される遊技者
の他の識別情報が前記識別情報受付手段で受付中であるか否かを判定する判定手段（Ｓ５
５２の処理を行う制御部６２）と、を有し、
　前記再プレイ減算処理手段は、該判定手段にて受付中でない（ＮＯ）と判定された場合
に、前記再プレイ減算処理を行う一方、受付中である（ＹＥＳ）と判定された場合に、前
記再プレイ減算処理を行わず、
　前記景品交換減算処理手段は、前記判定手段にて受付中であると判定された場合であっ
ても、前記景品交換減算処理を実行可能であることを特徴とする遊技用管理装置である。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２４】
　この手段８に係る遊技用管理装置によれば、識別情報受付手段から遊技者の識別情報を
受信したことに基づいて、当該遊技者の貯蓄遊技媒体数が、景品交換に使用させるために
特定され、遊技用装置から再プレイ情報を受信したことに基づいて、該再プレイ情報が示
す遊技者の識別情報とは別の識別情報が識別情報受付手段で受付中であるか否かが判定さ
れ、受付中でなければ貯蓄遊技媒体数が減算されて遊技用装置で再プレイ処理が行われる
一方、受付中であれば貯蓄遊技媒体数が減算されず遊技用装置で再プレイ処理が行われな
いので、景品交換に使用させるために特定された貯蓄遊技媒体数が減算されることが無く
、該貯蓄遊技媒体数が不足して景品交換をすることができないという不都合が生じない。
そして、一の識別情報から識別される遊技者の他の識別情報が識別情報受付手段で受付中
であっても、景品交換減算処理は行われるので、遊技者に不便は生じない。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
　これによれば、ＩＤ受付端末４０で遊技者の携帯ＩＤ又は会員ＩＤを受け付けたことに
基づいて、当該遊技者の貯玉数が、景品交換に使用させるために特定され、かつ、玉貸・
再プレイユニット２０で当該遊技者の別の会員ＩＤ又は携帯ＩＤが受け付けられても、当
該遊技者の貯玉数を使用した再プレイ処理の実行が制限されるので、景品交換に使用させ
るために特定された貯玉数が減算されることが無く、該貯玉数が不足して景品交換をする
ことができないという不都合が生じない。
【手続補正７】
【補正対象書類名】図面
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【補正対象項目名】図１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【図１１】
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